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はしがき

1967年（昭和42年） 1 月， 本学附属病院の石護婦を中心とする職員組合が 2 人夜勤の実施，

保打所の設骰などを要求して闘争を行なった過程において， 本質的な石護婦不足から ． 大学

はやむなく病床を 718 床から 543 床に減らさざるを得なくなったが， この措似に対し， 学生

n 治会は管理ぺ．，卜の不足は教育の買の低下を招くとして反対し， 9 日間の授業放棄と試験

叫語を行なった， この紛争の経過についてば別項に記載したが， この闘争の渦中に， 一方

ではイソクーソ制度撤廃迎動が全国的な盛り上がりを示しており 、 われわれの大学において

も1fli学年の学生がもつ将来への不安が 、 病棟閉鉛反対剥争に強い彩団を与えていたことを見

のがすことはできない、

ク）ょうどこl1）はげしい洲争のさ中に． 中村文雄学長の任期満了が近づき， 学内は新たな学

長の選出に対しても作棠をすすめなければならなくなっていた。 こうした中で， 2月， あい

ついで教授会に向かって出された二つの文章は， 当時の学生が抱いている大学への要求の実

態をとらえるのにきわめて重要である。 その一つは全国青年医師連合京都府立医科大学支部

且ー同の名で出された要求である（別掲）。 それらの内容は， いずれも未解決のまま長期に頁

って学生の中にうっ放し， ついに1969年（昭和44年）の大学紛争の発火点となり， また紛争の

ニネルギ ー の背原となったものである。

すでに自治会が公開質問状（別掲）の第一項目にあげているように， 大学の土地をめぐる府

との関係は， 学生にとってもっとも大きな関心を呼ぷ間題であった。

1963年（昭和38年） 8 月． 総工喪25,830万円をついやして診療棟改築第 3 期工事が完了し，

病院玄関を含む芙しい空色の建物が附属病院のジソポルのように河原町に面して竣工した。

1966年（昭和41年．） 3 月には基礎一号館の屋上に中央実験動物舎（エ伐 1,800 ガ円）が， 1967年

（昭和42年） 4 月には精神科病椋（エ衣8,523万円）， 7 月には基礎二号館（エ費24,470万円）が竣

＿［した。 こうした一連の増改築にともない， 大将軍からは花園分院が， 河原町をへだてたい

わゆる西構からは基礎教室が本部梱内に移され． 一応不用となった敷地が教育用財産として

の川途を廃して ， 設位者である府に返遠することが決定された。

かねて厚生施設に乏しい大学に対し， 学生会蘭］やクラプ活動の湯を求めていた学生たちに

とって， この決定はきわめて不満であったっ 教授会の中でも， たとえ行政上の常追とはいえ，

府への返還は即土地の永久的な喪失ではないかと考え ， この措置に対して危惧の念をもつ者

b少なくなかった， しかし． 大学当局は， これはあくまで行政的な処既にすぎず， 将来 ， 再

び大学が新たな構想をもって施設を要求したとき ， 府はこれらの土地をよろこんで返却して
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花園分院 移転的· (1970) 

くれるであろうと説明し， またこの一時的な府への返遼手続きこそ本部構内のサ：令の整備を

急ぐわれわれにとってもっともln疫なことであると述べた。

このような経緯から，新学及に就任した吉村寿人学及も ， 西構の1」1l!に将来なにを計両すぺ

きか， 花園分院の跡地にどのような拶を実現すぺきかと， 几体的な構想を立てはじめていた0
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インターン制度とその撤廃運動

戦後間もなく医学の卒後教育の一屎として， また医学の実地修錬の期間として1年間のイ

ソク ー ソ制度がアメリカ占領政策の一つとしてGHQの手によってしかれたn医学生にとっ

て． 6年という長い大学生活ののちに ， さらに1年llsll ， 無給の期間を義務付けられることに

対する抵抗感がないではなかったが， 終戦直後の混乱期には無給ということ自体はさして間

閣ではなく， 教育を受ける者が経済的要求を行なうことはおかしいという気分もあって， む

しろ医師国家試験をうけるための汽格をとるために課せられた無条件の投務のように考えざ

るを得なかった-

しかし 1950年（昭和25年）頃から ， わが国におけるイソクーン制度が ， 目的とする効果をあ

げ得ないことへの矛盾が医百者や学生の間にすでに怠識されはじめ， 微混的ではあったが改

笞の占があがっていた。 その矛肘の基本となる点としては ，

1) わが国の大学附屈病院における教育指祁スク•， フの不足と修練施設の不備から， 教育

の実があげられないこと。

勾 イソクーン生は医師でも学生でもなく ， 医寮行為上の身分が不明確であるため， 真の
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篠田正昭（第二外科助教授）に対し870千円の交付内定があったが， 同人は48年3月31H付けで退職の

ため， 研究分担者であった松本甫（第二外科助手）を研究代表者として交付申911内を提出した。 なおこ

のことは， 研究助成課の指示によるものであるが交付の有無は未定である。
（網集委.R)

197咋11月の教授会全R
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�ii列：鞍岡事務局長 ， 三宅， 小｝ヤ，IHI島図』館長， 中村学長． 谷病院長，

吉田（幸）学生部長， 外松研究部長， 藤肖進学部長， 山田




